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Ⅰ.はじめに

　本報告の目的は作業療法士養成の大学4年次前期
に開講される地域実習について，学生が経験した実
習内容をもとにその意義と課題を明らかにすること
である。ここで明らかにした意義と課題をもとに，
本報告では作業療法士養成教育における臨床実習の
一つである地域実習のあり方について提言する。
　地域包括ケアシステムの構築と推進が深化する中
において，リハビリテーション医療の一翼を担う作
業療法士の職域は，医療だけでなく保健，福祉，教
育等の分野へ拡大の一途を辿っている。このことに
伴い，作業療法士養成教育における臨床実習におい
ても病院などの医療機関に限らず，介護保険関連施

設等での実習を学生が経験することで地域包括ケア
システムの実践を体得することが求められるように
なってきた。このような地域における作業療法士の
役割について理解することを目的とする臨床実習を
地域実習と位置づける。ただ，作業療法士養成課程
における地域実習はその目的や実施期間，学習およ
び到達目標が養成校によって異なっており，講義や
演習と組み合わせた教育体系に統一的なモデルが存
在する訳ではない。
　今回，学生が実習で経験した内容を手がかりに，
作業療法士養成課程における地域実習のあり方を探
究する。本報告は地域で活躍できる作業療法士を養
成するための主要な学問領域である地域作業療法学
の教育体系を構築するための一助になると思われる。
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また，本報告を通して地域実習の利点と課題を明ら
かにすることで，これからの地域実習の質向上につ
なげることが可能となる。

Ⅱ-1.作業療法士養成課程における臨床実習
に関する概説

　本報告において，対象となった大学で開講されて
いる地域実習は臨床実習の一つとして設定されてい
る。そのため，ここでは作業療法士養成課程におけ
る臨床実習について概説する。
　作業療法士の養成教育においては，専門職として
の適性を高めるために臨床実習が必須となっている。
作業療法士養成課程における臨床実習は，文部科学
省・厚生労働省令である理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則によって18単位注１）以上の実習期
間とともに実習時間の3分の2以上は病院または診
療所において行うことが義務付けられている。また，
2017年3月に厚生労働省から通知がなされた「理学
療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」１）で
は，臨床実習の教育目標として「社会的ニーズの多
様化に対応した臨床的観察力・分析力を養うととも
に，治療計画立案能力・実践力を身につける。学内
における臨床演習を行った後に，各障害，各病期，
各年齢層を偏りなく行う」ことが明記されている。
　作業療法士養成課程における臨床実習においては，
1963年にわが国における作業療法士養成施設が開講
して以来，医療機関等において臨床実習指導者の監
督のもと一定期間患者を担当する形で作業療法の実
践経験が積まれる内容が行われてきた。わが国で初
めての作業療法士養成教育機関である国立療養所東
京病院附属リハビリテーション学院（2008年4月１
日閉校）が1967年に作成し，1969年に改正した臨床
実習施設（基準）要綱を見ると，指導者は作業療法
士を目指す学生に対し，実習の3分の2を実際の患
者治療に携わり，スタッフと同じ責任を果たすため
にあらゆる機会において学生に責任を負わせ，患者
に対する記録や経過ノートを作成させ，指導者の点
検承認の後に施設の公的記録の一部として保存する
ことが明記されている2）。実際に，1960年代後半に
おいて学生の臨床実習を受け容れていた医療機関で
は，養成校からの課題として１例の症例研究が挙げ
られていた3）。
　わが国における作業療法士の専門職団体である日

本作業療法士協会は2010年に発刊した『作業療法　
臨床実習の手引き　第4版』4）の中では，臨床実習
の目的として「実習生が臨床実習指導者の指導のも
とに，対象者の全体像を把握，作業療法計画，治
療・指導・援助などを通して，作業療法士としての
知識と技術，技能および態度を身につけ（後略）」
と述べられている。ここで書かれている「対象者の
全体像を把握，作業療法計画，治療・指導・援助」
は，すなわち作業療法士が臨床で受持ちとなる対象
者の全体像を把握し，作業療法計画を立案し，治
療・指導・援助することと同じである。つまり，作
業療法士養成課程での実習では，臨床実習指導者の
指導はあるものの，基本的に作業療法士が臨床で実
践していることと同じ行為を求めていると解釈でき
る。
　一方，日本作業療法士協会５）は臨床実習における
課題についても言及している。具体的には，国家資
格を有しない学生が臨床の現場で患者に対し直接作
業療法を実践することについて法的および患者の権
利尊重の立場から許されるのかという課題である。
作業療法士は医師と異なり，法的に業務独占が明記
されている訳でなないため，侵襲の程度が少ない限
られた範囲であれば，学生は指導者の監督の下に作
業療法を実践できるという解釈が成り立ちうる。し
かし，作業療法における侵襲の程度が実践内容に
よってどのように異なるのか明確に根拠づけられて
いる指針はない。
　厚生労働省はこれら臨床実習における課題解決を
はかるため，理学療法士作業療法士学校養成施設指
定規則の見直しを目的とした理学療法士・作業療法
士学校養成施設カリキュラム等改善検討会を2017年
6月より開催した。この検討会の最終報告書6）は
2017年12月に公表されたが，そこでは「臨床実習指
導者の指導・監督の下で行う診療参加型臨床実習が
望ましい」ことが明記された。この最終報告書6）は
2018年3月に開催された医道審議会理学療法士作業
療法士分科会において厚生労働大臣から諮問された
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則改正に
関する資料として提出され，承認を受けた。このこ
とを受けて，日本作業療法士協会は2018年4月に公
表した『作業療法臨床実習指針（2018）』５）および

『作業療法実習の手引き（2018）』７）において，診療
参加型臨床実習の推奨を明記することとなった。
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Ⅱ-2.診療参加型臨床実習とは何か

　本報告において，対象となった大学で開講されて
いる地域実習は診療参加型臨床実習の様式をとって
いる。診療参加型臨床実習はクリニカル・クラーク
シップとも呼ばれているが，ここでは診療参加型実
習とは何かについて概説する。
　1948年に制定された医師法の下では医学部卒業後
医師国家試験を受験するために１年間の実地修練

（いわゆるインターン）が必須とされていた。その
後1973年の医師法改正で実施修練の制度が廃止され，
医学部卒業後直ちに医師国家試験の受験資格が認め
られ，合格後に2年以上の臨床研修を受けることが
努力規定として法制化された。その後，医学部の量
的拡大から質的充実へ重点を置くべきとの機運が高
まり，1985年から文部省（当時）は「医学教育の改
善に関する調査研究協力者会議」を発足し，1987年
に最終報告書８）を公表している。そこでは「大学附
属病院では，常勤の講師 , 助手を中心に，医員 , 研
修医も含めて構成されるチームが患者の診療に当た
り，それに学生を参加させることにより，先輩から
の指導助言を受けながら臨床実習の実を上げるよう
なシステムの導入も考えられる」と明記されている。
つまり，具体的な名称こそないものの，学生が実際
の診療に参加できる診療参加型教育の重要性が説か
れている。
　1991年に厚生省健康政策局（当時）は医師の卒前
臨床教育における医行為が関わる実習のあり方につ
いて検討するため臨床実習検討委員会を設置した。
この委員会から公表された最終報告９）では，卒前の
臨床教育において臨床実習は米国，英国，カナダで
行われているクリニカル・クラークシップに実習体
制の実現を目指すべきことが記されている。また，
医師免許を有しない医学生が臨床実習を行うことの
違法性を阻却するための条件として，許容される医
行為の範囲を示す例示，指導医による指導・監督，
医学生に対する適正な臨床実習前の知識・技能の評
価，患者等の同意の５つが挙げられている。
　21世紀に入り臨床研修制度において専門の診療科
に偏った研修が行われ，地域医療との接点が少なく
なったことや研修医の処遇が不十分であるなどの理
由から，2004年に医師免許取得後2年間の臨床研修
が必須化となった10），11）。この必須化にあたり，医学
生は卒業の時点で臨床におけるプライマリ・ケアを

実践できる能力を備えておくことが求められるよう
になった10）。このことを満たすために，医師の卒前
における臨床実習は法的に許される範囲で実際の医
療行為を医療チームの一員として実践しながら学ぶ
という診療参加型臨床実習が導入されてきた。実際
に全国医学部長病院長会議12）が2015年に行った調査
では，わが国にあるすべての医学部において診療参
加型臨床実習が行われていた。
　わが国におけるリハビリテーション医療専門職の
臨床実習において，診療参加型臨床実習の必要性が
主張されたのは理学療法士の中川13）が最初である。
例えば，中川13）はそもそも国家資格を有しない学生
が患者に対し直接理学療法を実践する現状は，たと
え臨床実習指導者の指導があったとしても法的に問
題があることを指摘している。同時に，中川13）は臨
床実習指導者の学生に対する指導が，学生の作成し
たケース・レポートのみを介したものになっている
点も問題であると指摘している。
　これは次のように解釈できる。すなわち，臨床実
習指導者は所属する医療機関等の作業療法士であり，
一日中患者への作業療法の提供に終始することが本
務である。大半の臨床実習指導者は兼務という形で
学生を指導することになるため，勤務時間内におい
て学生と関わる機会が患者に比して少なくなりやす
い。そのため，学生は実習の成果をケース・レポー
トの作成という形で示すことが必要となり，臨床実
習指導者もケース・レポートの添削を介して指導せ
ざるを得なくなっている。このような臨床実習は，
学生に対する情意面の教育および臨床現場における
推論や問題解決のトレーニングとして十分でないと
いう指摘である。
　中川13）はこの問題を解決するために，セラピスト
教育における臨床実習では，学生が助手という立場
で実習地の診療チームに参加し，セラピストをして
修得すべきスキル，態度，倫理観を育成できるとい
う診療参加型臨床実習の必要性を主張した。
　中川13）は診療参加型臨床実習における学生の臨床
スキルのプロセスを見学・模倣・実施の3ステップ
に段階づけしている。ここでいう見学は「臨床実習
指導者の解説を受けながら指導者の行う診療行為を
見学する」ことと定義づけている。また，模倣と実
践については，それぞれ「見学を数回行った後に臨
床実習指導者の監督・指導のもと，実際に当該行為
を行うこと」，「当該行為についてリスクが概ね説明
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でき，単独で実践できるレベル」と定義づけている。
　作業療法士養成課程における臨床実習については，
2003年頃から診療参加型臨床実習の整備を主張する
報告14）が出始めているようである。2011年には臨床
施設の立場15）から，2013年には養成校の立場16）から
診療参加型臨床実習を試行した報告が出ており，

『作業療法実習の手引き（2018）』７）における診療参
加型臨床実習の推奨につながっている。

Ⅱ-3.地域実習とは何か

　作業療法士の養成教育は，大学と専門学校のいず
れにおいても理学療法士作業療法士学校養成施設指
定規則に基づいてカリキュラムを構築することが義
務づけられている。理学療法士作業療法士学校養成
施設指定規則は1966年に制定され，2018年９月まで
に17回の改正を経ながら現在に至っている。この中
で，1999年の改正は教育内容の弾力化や単位制の導
入にもとづくカリキュラムの大綱化がはかられたも
のであった。そして，2000年から始まった介護保険
制度と期をほぼ同じくする形で，授業内容として地
域作業療法学が4単位新設された。
　地域実習とは，カリキュラムの大綱化に伴い，地
域作業療法学に関する授業の一環として養成校が独
自に科目として設定するようになった臨床実習の一
種である。日本作業療法士協会による『臨床実習の
手引き（2018）』７）では，地域包括ケアを担う人材
育成に向けて地域作業療法分野における実習の意義
が大きいことを強調しており，生活障害の理解と他
職種との連携を踏まえた生活課題を明らかにできる
作業療法の実践が実習における指導のポイントであ
ると示されている。
　地域実習の目標やカリキュラムポリシーは養成校
によって異なるが，今回の調査対象となったA大学
では地域リハビリテーションの現場における多職種
連携と作業療法士としての社会参加支援のあり方に
ついて学ぶことを主たる目的として学習目標（表
１）を設定した臨床実習と位置づけられていた。そ
して，A大学の地域実習においては，主たる実習地
が介護老人保健施設，介護老人福祉施設，精神科を
含む病院のデイケア部門，発達障害児の通園施設な
ど多岐にわたっていた（表2）。

Ⅱ—4.A大学における地域実習

　A大学の地域実習は4年次後期の７月から８月に
かけて開講される臨床実習である。この地域実習に
至るまで，学生は既に3年次後期において2週間の
評価実習と８週間の臨床実習，4年次前期において
８週間の臨床実習を経験しており，在学中における
最後の実習となっている。
　地域実習は診療参加型の実習様式をとっており，
模倣・見学・実施の3ステップを準用していた。地
域実習の開始3か月前にA大学内において臨床実習
指導者を対象とした臨床実習指導者会議を開催し，
実習の進め方についてA大学の地域実習担当教員か
ら説明がなされていた。具体的には，実習の導入時

表1　A大学における地域実習の学習目標
（平成28・29年度）

一般目標
　１．医学モデルと社会モデルとの違いを理解する
　2．地域におけるリハビリテーション・チームの機能を理解する
　3．地域における作業療法士の役割について理解する
　4．環境因子を重視した作業療法の評価と治療を理解する

行動目標
　１．対象者（および家族）のニーズを述べる事ができる
　2．対象者を取り巻く活動，参加，環境因子（物的・人的），

個人因子を説明できる
　3．対象者のニーズに応答するための作業療法計画立案ができる
　4．地域における作業療法士の役割について述べることができる
　５．施設の役割に応じたサービスの内容の目的と意義について

説明できる
　6．通院・通所・訪問の形態について，その役割と限界につい

て述べる事ができる
　７．ケアマネジメントについて説明することができる

表2　地域実習の実習施設と実習生数一覧
平成28年度 平成29年度

施設数 実習生数 施設数 実習生数
精神科デイケア 12 16 8 11
介護老人保健施設 9 13 10 12
通所リハビリテーション 4 4 5 6
訪問看護ステーション 3 3 3 4
通所介護施設 2 3 3 4
介護老人福祉施設 2 3 2 2
知的障害者通所更生施設 1 2 1 2
老人保健施設 0 0 1 1
有料老人ホーム 0 0 1 1

計 33 44 34 43
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において臨床実習指導者の業務に学生を同行させな
がら，学生に見学もしくは作業療法士の活動に関す
る補助をさせるよう依頼した。そして，学生にこれ
らの経験をさせた上で，見学を行った対象者に対す
る作業療法評価もしくは治療の模倣を行わせるよう
に説明した。A大学の地域実習では，学習目標に設
定された内容の模倣ができることを到達目標とし，
成績評価における合格ラインと設定していた。

Ⅲ.対象と方法

　今回の調査では，作業療法士養成課程の4年次に
3週間の地域実習を必須科目として設定しているA

大学において，平成28年度と平成29年度に地域実習
を履修した大学4年生87名が地域実習期間中に臨床
実習指導者とともに記入し，実習終了後に科目責任
者に提出された「地域実習経験チェックリスト」

（表3）を使用し，地域実習において経験した内容
を抽出および集計した。
　集計に当たっては，後述するように各項目におけ
る見学・模倣・実践のいずれかについて最初に経験
した日付を書き込むことになっていた。そのため，
日付の書き込みがあった項目を「見学あり」，「模倣
あり」，「実践あり」としてカウントした。なお，見
学・模倣・実践のいずれも経験しなかった場合には

「経験機会なし」の欄にチェックを入れることに

経験
機会なし

見学 模倣 実践
経験

機会なし
見学 模倣 実践

面接（その他の評価を目的とした
会話）

利用者の送迎援助

行動観察・作業観察 施設内のカンファレンス

動作分析・作業分析・職務分析 ケア会議

家屋調査 訪問サービス

通所サービス

入所サービス

生活機能の把握

リハビリテーション実施計画書

生活行為向上マネジメント

ケアマネジメントのアセスメント・プ
ラン作成

介護福祉士の役割（訪問・施設）

機能障害に対するアプローチ 理学療法士の役割（訪問・施設）

活動制限に対するアプローチ 言語聴覚士の役割（訪問・施設）

交流・社会参加制約に対するアプ
ローチ

看護師の役割（訪問・施設）

福祉用具の選定・使用促進 ケアマネージャーの役割

住環境整備 社会福祉士の役割

就労支援 精神保健福祉士の役割

楽しむ・創造に対する支援
上記以外専門職（　　　　　）の役
割

作業活動（個人）

作業活動（集団）

印実習指導者名

表3　地域実習経験チェックリスト

評価

作業療
法計画

作業療
法

チーム
ワーク・他
職種の理

解

施設での
実践

学績番号　　　　　　　　　　　　　学生氏名

実習期間　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日　～　　年　　　月　　　日

実習施設名

表3　地域実習経験チェックリスト
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なっており，ここにチェックが入った場合は，地域
実習における「経験機会なし」とカウントした。
　この地域実習経験チェックリストは，A大学の地
域実習を担当する教員が地域実習の学習目標をもと
に独自に作成したものである。したがって，全国の
作業療法士養成機関で普遍的に使用できることを念
頭においた信頼性および妥当性の検討を行っていな
い。なお，A大学の地域実習経験チェックリストで
は，中川13）の言う実施のステップを「実践」という
用語で示していた。これは，チェックリストを作成
した地域実習の担当教員が協議した上で，最終的に

「地域実習の現場で学生が単独で行うこと」を表現
するには実践という用語がよりふさわしいと判断し
たことによるものである。
　地域実習経験チェックリストを記入する目的は，
実習中，臨床実習指導者と学生が毎日その日の実習
を振り返りながら，それぞれの項目における見学・
模倣・実践のいずれかについて，最初に経験した日
付を記入することで実習の経験値を可視化し，翌日
以降に実施すべきことを両者で合意し確認しあうこ
とにあった。そして，大学教員は実習期間中に行わ
れる実習地訪問および実習終了後において，地域実
習経験チェックリストに記された内容を確認するこ
とで，実習の進捗度を学生，臨床実習指導者，教員
の三者が共有できるように運用した。ただし，A大
学の地域実習を受け容れている施設は多岐にわたっ
ているため，チェックリストの項目欄にはいくつか
の空欄を設け，施設の役割に応じた実践内容を項目
欄に書き込みながら学生の経験値を積むことができ
るよう配慮した。
　これらチェックリストの運用内容については，臨
床実習指導者会議の中で地域実習の科目責任者であ
る大学教員から臨床実習指導者へ説明することで理
解を得た。当日，会議を欠席した臨床実習指導者に
対しては，後日A大学から説明資料と議事録を郵送
した。また，新規の実習施設に対しては，地域実習
の科目責任者が施設へ出向き，チェックリストの運
用内容に関する説明を行った。
　倫理的配慮として，学生に対しては4年進級後の
ガイダンスならびに地域実習開始１週間前の学内オ
リエンテーションにおいて地域実習経験チェックリ
ストを配布し，実習経験値の可視化のために使用す
ること，次年度以降における地域実習の質向上のた
め個人情報を特定できない形で実践報告として活用

し外部からの意見を求めること，チェックリストに
記された内容は地域実習の成績評価に一切影響しな
いことを説明し同意を得た。また，臨床実習指導者
に対しても地域実習開始3か月前に臨床実習指導者
を学内に招いて開催される臨床実習指導者会議にお
いて地域実習経験チェックリストを配布し，大学教
員がその目的について説明し同意を得た。
　実習指導者の集計データについては，特定の個人
がどこの施設でどのような実習の経験を得たのか識
別できないよう加工した。なお，地域実習チェック
リストはデータ集計後にただちに学生に返却した。

Ⅳ.結果

　最終的に87名全員から地域実習経験チェックリス
トの提出を受けた。
1.作業療法の実践に関する項目
1）評価（表4）
　経験機会では家屋調査では48.3% の学生が経験の
機会を得ることができなかった。見学では行動観
察・作業観察において75.9％が見学の機会を得てい
たのに対し，家屋調査は47.1％となっていた。模倣
では行動観察・作業観察において65.5％の学生が模
倣を行っていたのに対し，家屋調査では8.1％となっ
ていた。実践では行動観察・作業観察において
66.7％が実践を行っていたのに対し，家屋調査は
4.6％となっていた。
2）作業療法計画（表5）
　経験機会では生活行為向上マネジメントにおいて
72.4％の学生が経験する機会を得ることができな
かった。見学では生活機能の把握について見学でき
た学生は66.7％いたのに対し，生活行為向上マネジ
メントでは15.9％となっていた。模倣では生活機能
の把握において41.4％であったのに対し，ケアマネ
ジメントのアセスメント・プラン作成では8.1％，
生活行為向上マネジメントでは9.2％となっていた。
実践では生活機能の把握において39.1％が実践を
行っていたのに対し，リハビリテーション実施計画
書は4.6％，ケアマネジメントのアセスメント・プ
ラン作成では9.2％となっていた。
3）作業療法（表6）
　経験機会では楽しむ・創造に対する支援，作業活
動（個人），作業活動（集団）において経験ありが
90％を上回っていた。一方，就労支援では73.6％，



111作業療法士養成教育における診療参加型の地域実習における意義と課題

住環境整備では58.6％の学生が経験する機会を得る
ことができなかった。見学では楽しむ・創造に対す
る支援，作業活動（個人），作業活動（集団），機能
障害に対するアプローチにおいては見学をできた学
生が80％を上回っていた。一方，就労支援において
は見学をできた学生が21.8％，住環境整備において
は36.8％，福祉用具の選定・使用促進においては
46.0％となっていた。模倣では作業活動（個人）に
おいて71.3％，作業活動（集団）において67.8％，
楽しむ・創造に対する支援において63.2％の学生が
模倣を行っていた。一方，住環境整備は2.3％，就
労支援が5.8％となっていた。実践では作業活動（個

人）において65.5％，楽しむ・創造に対する支援が
60.9％，作業活動（集団）において59.8％の学生が
実践できていた。一方，住環境整備では2.3％，就
労支援では4.6％，福祉用具の選定・使用促進では
8.1％となっていた。

2.施設での実践について（表7）
　経験機会においては，通所サービスにおいて
82.8％の学生が機会を得ることができたが，サービ
ス担当者会議は85.1％の学生が経験の機会を得るこ
とができなかった。見学では通所サービスが77.0％，
施設内のカンファレンスが73.6％となっていた。一

表4　評価における学生の経験値

面接   行動観察・
作業観察 

動作分析・作業
分析・職務分析 家屋調査

経験機会あり 73 82 70 45
83.9% 94.3% 80.5% 51.7%

経験機会なし 14 5 17 42
16.1% 5.8% 19.5% 48.3%

見学あり 60 66 53 41
69.0% 75.9% 60.9% 47.1%

見学なし 27 21 34 46
31.0% 24.1% 39.1% 52.9%

模倣あり 41 57 40 7
47.1% 65.5% 46.0% 8.1%

模倣なし 46 30 47 80
52.9% 34.5% 54.0% 92.0%

実践あり 48 58 43 4
55.2% 66.7% 49.4% 4.6%

実践なし 39 29 44 83
44.8% 33.3% 50.6% 95.4%

表5　作業療法計画における学生の経験値
生活機能
の把握

リハビリテーション
実施計画書

生活行為向上
マネジメント

ケアマネジメントのアセ
スメント・プラン作成

経験機会あり 74 62 24 40
85.1% 71.3% 27.6% 46.0%

経験機会なし 13 25 63 47
14.9% 28.7% 72.4% 54.0%

見学あり 58 54 14 32
66.7% 62.1% 15.9% 36.8%

見学なし 29 33 74 55
33.3% 37.9% 84.1% 63.2%

模倣あり 36 14 8 7
41.4% 16.1% 9.2% 8.1%

模倣なし 51 73 79 80
58.6% 83.9% 90.8% 92.0%

実践あり 34 4 15 8
39.1% 4.6% 17.2% 9.2%

実践なし 53 83 72 79
60.9% 95.4% 82.8% 90.8%
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方，サービス担当者会議を見学できた学生は14.9％
であった。模倣では利用者の送迎援助において
39.1％，通所サービスにおいて37.9％が模倣を行っ
ていた。一方，サービス担当者会議において模倣を
行った学生はおらず，ケア会議では2.3％，施設内
のカンファレンスでは4.6％，訪問サービスでは9.2％
となっていた。実践では利用者の送迎援助において
27.6％，通所サービスで26.4％が実践できていた。
一方，サービス担当者会議において模倣を行った学
生はおらず，ケア会議では1.2％，施設内のカンファ
レンスでは2.3％，訪問サービスでは3.5％となって
いた。

3.チームワーク・他職種の理解について（表8）
　経験機会での割合では看護師，介護福祉士，理学
療法士およびケアマネージャー，精神保健福祉士の
順となっていた。一方，チェックリストには新たに
医師，管理栄養士，臨床心理士，歯科衛生士，言語
聴覚士が記載されていた。ただし，これらの職種に
ついてはいずれも経験の機会をもった学生が10％を
下回っていた。見学では看護師が最も高く85.1％の
学生が見学の機会を得ていた。また，介護福祉士で
は62.1％，理学療法士とケアマネージャーでは
54.0％が見学の機会を得ていた。一方，医師，歯科
衛生士，音楽療法士において見学の機会を得た学生

表6　作業療法における学生の経験値
機能障害に対す
るアプローチ

活動制限に対
するアプローチ

交流・社会参加制約
に対するアプローチ

福祉用具の選
定・使用促進 住環境整備 就労支援 楽しむ・創造

に対する支援
作業活動
（個人）

作業活動
（集団）

経験機会あり 79 74 71 45 36 23 84 84 81
89.8% 85.1% 81.6% 51.7% 41.4% 26.4% 96.6% 96.6% 93.1%

経験機会なし 9 13 16 42 51 64 3 3 6
10.2% 14.9% 18.4% 48.3% 58.6% 73.6% 3.5% 3.5% 6.9%

見学あり 73 63 59 40 32 19 76 77 72
83.9% 72.4% 67.8% 46.0% 36.8% 21.8% 87.4% 88.5% 82.8%

見学なし 14 24 28 47 55 68 11 10 15
16.1% 27.6% 32.2% 54.0% 63.2% 78.2% 12.6% 11.5% 17.2%

模倣あり 49 42 32 16 2 5 55 62 59
56.3% 48.3% 36.8% 18.4% 2.3% 5.8% 63.2% 71.3% 67.8%

模倣なし 38 45 55 71 85 82 32 25 28
43.7% 51.7% 63.2% 81.6% 97.7% 94.3% 36.8% 28.7% 32.2%

実践あり 36 35 28 7 2 4 53 57 52
41.4% 40.2% 32.2% 8.1% 2.3% 4.6% 60.9% 65.5% 59.8%

実践なし 51 52 59 80 85 83 34 30 35
58.6% 59.8% 67.8% 92.0% 97.7% 95.4% 39.1% 34.5% 40.2%

表7　施設での実践に関する学生の経験値
利用者の
送迎援助

施設内の
カンファレンス ケア会議 訪問

サービス
通所

サービス
入所

サービス
サービス
担当者会議

経験機会あり 66 64 37 49 72 43 13
75.9% 73.6% 42.5% 56.3% 82.8% 49.4% 14.9%

経験機会なし 21 23 50 38 15 44 74
24.1% 26.4% 57.5% 43.7% 17.2% 50.6% 85.1%

見学あり 61 64 30 47 67 41 13
70.1% 73.6% 34.5% 54.0% 77.0% 47.1% 14.9%

見学なし 26 23 57 40 20 46 74
29.9% 26.4% 65.5% 46.0% 23.0% 52.9% 85.1%

模倣あり 34 4 2 8 33 14 0
39.1% 4.6% 2.3% 9.2% 37.9% 16.1% 0.0%

模倣なし 53 83 85 79 54 73 87
60.9% 95.4% 97.7% 90.8% 62.1% 83.9% 100.0%

実践あり 24 2 1 3 23 11 0
27.6% 2.3% 1.2% 3.5% 26.4% 12.6% 0.0%

実践なし 63 85 86 84 64 76 87
72.4% 97.7% 98.9% 96.6% 73.6% 87.4% 100.0%
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が５％を下回っていた。模倣では機会を得た学生の
割合が大きく減少し，介護福祉士が19.5％，看護師
が14.9％となっていた。一方，医師，歯科衛生士，
音楽療法士について模倣の機会を得た学生はいな
かった。実践においては介護福祉士のみにおいて実
践を行えた学生が10％を上回っていた。

Ⅴ.考察

1.評価および作業療法に関する実習経験について
　ここでは，評価における家屋調査，作業療法にお
ける福祉用具の選定・使用促進，住環境整備，就労
支援の各項目において，実施まで経験できた学生の
割合が10％を下回った点に着目する。もともと作業
療法士が臨床場面で住環境整備や就労支援に携わる
機会はそれほど多くない。日本作業療法士協会が発
刊する『作業療法白書2015』17）によれば，介護保健
領域において作業療法士が関わった対象者の中で，
リハビリテーション実施計画での短期目標に福祉用
具の選定・使用促進，物理的環境の調整・利用，就
労就学の指導・訓練を挙げていた作業療法士はそれ
ぞれ全体（1,856名）の27.7％，18.3％，1.3％となっ
ていた。
　対象者を取り巻く環境面の視点から社会参加支援
の経験を重視するA大学の地域実習のあり方を考え
る上では，物的環境に関係する経験の必要性を強く
持つのであれば，現行の3週間という地域実習の期
間をさらに長くするための検討が必要と考える。ま

た，社会参加支援の実践に頻回にかつ積極的取り組
んでいる施設を，大学から多少遠方であったとして
も実習地として選定する必要がある。

2.作業療法計画について
　ここで項目として挙げられている生活機能の把握
は個々の利用者に対するものであり，作業療法士に
よる評価と重複するところがある。それでも，生活
技能の把握は個々の利用者に最も適した作業療法計
画を立案し実践に入る上で欠かせない重要な項目と
言える。今回の調査では約4割の学生が実践まで経
験できていた。一方で，リハビリテーション実施計
画書やケアマネジマントのアセスメント・プランに
ついて，A大学としては指導者と一緒に作成する形
でも模倣レベルまでの経験を期待していたが，多く
が見学までにとどまっていた。これらは，診療報酬
や介護報酬が絡んでくるため，学生が実習中に実際
の利用者に対して経験させることはできないとする
実習地側の判断があった可能性も否めず，やむを得
ないところもあると考える。

3.施設での実践およびチームワークと他職種の理
解について

　今回の調査を通して，ケア会議やサービス担当者
会議の見学の割合が比較的乏しく，地域実習を通し
た地域包括ケアシステムの理解につながっていると
は言いがたい実態が伺えた。この点も実習期間との
関連は否めないが，地域によって高齢化の進行度が

表8　チームワーク・他職種の理解に関する学生の経験値

介護福祉士 理学療法士 言語聴覚士 看護師
ケアマネー
ジャー

社会福祉士
精神保健
福祉士

医師 * 管理栄養士 * 臨床心理士 * 歯科衛生士 * 音楽療法士 *

経験機会あり 55 49 20 75 49 22 27 2 6 8 4 4
63.2% 56.3% 23.0% 86.2% 56.3% 25.3% 31.0% 2.3% 6.9% 9.2% 4.6% 4.6%

経験機会なし 32 38 67 12 38 65 60 85 81 79 83 83
36.8% 43.7% 77.0% 13.8% 43.7% 74.7% 69.0% 97.7% 93.1% 90.8% 95.4% 95.4%

見学あり 54 47 18 74 47 20 23 2 6 10 4 4
62.1% 54.0% 20.7% 85.1% 54.0% 23.0% 26.4% 2.3% 6.9% 11.5% 4.6% 4.6%

見学なし 33 40 69 13 40 67 64 85 81 77 83 83
37.9% 46.0% 79.3% 14.9% 46.0% 77.0% 73.6% 97.7% 93.1% 88.5% 95.4% 95.4%

模倣あり 17 9 2 13 1 1 3 0 1 1 0 0
19.5% 10.3% 2.3% 14.9% 1.2% 1.2% 3.5% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0%

模倣なし 70 78 85 74 86 86 84 87 86 86 87 87
80.5% 89.7% 97.7% 85.1% 98.9% 98.9% 96.6% 100.0% 98.9% 98.9% 100.0% 100.0%

実践あり 13 3 1 7 0 0 3 0 1 1 0 0
14.9% 3.5% 1.2% 8.1% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0%

実践なし 74 84 86 80 87 87 84 87 86 86 87 87
85.1% 96.6% 98.9% 92.0% 100.0% 100.0% 96.6% 100.0% 98.9% 98.9% 100.0% 100.0%

*：チェックリストに新たに書き加えられた職種
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異なり，それに応じる形で地域包括ケアの構築およ
び機能に地域差を生じている現実18）も要因の一つと
考える。
　厚生労働省が公表している多職種の視点を反映し
た「在宅医療に関する課題」19）には，連携に関する
ものとして，専門職間の連携，医療と介護の連携，
方針決定や相互理解，病院と在宅の連携，顔の見え
る関係の５つの大項目が挙げられている。今回の調
査において，チームワーク・他職種の理解では専門
職間の連携は多職種および同職種間で経験できてい
たものの関わった職種に若干の偏りが見られる傾向
が伺えた。これは地域実習の対象となる実習施設の
特性上致し方ないことであると考える。むしろ，一
部の職種について模倣や実践を経験した学生がいた
が，これは貴重な経験であったと考える。地域包括
ケアを深く知るために多職種連携の本質を理解する
ことは必須の事項である。そのためには，単に専門
職の役割を教科書や口頭で表面的に伝えるだけでは
不十分であり，法令上許される範囲で他の職種の業
務について学生に実践の経験を積ませることが重要
である。
　作業療法士が自らの専門職性を見出すために，た
だ作業療法士にまつわる法令や倫理綱領に則った言
動や行動をとるだけでは十分と言えない。むしろ他
の職種がどのような職業規範をもって施設の特性に
応じた役割を果たしているかも理解した上で，作業
療法士の法令上および職業倫理上の役割を照らしあ
わせ，専門職間の独自性と重複性とを吟味しながら，
自らの言葉と行為で作業療法士の役割を明らかにす
る必要がある。その意味でA大学の学生が作業療法
士以外の専門職の役割に関する模倣や実践を経験で
きたことは貴重な機会であったことをあらためて主
張したい。

4.3ステップを踏まえた診療参加型の地域実習の
あり方について

　診療参加型臨床実習のプロセスが見学・模倣・実
施の3ステップに基づくものであるならば，A大学
の学生が地域実習で経験したプロセスも見学・模
倣・実施の順に人数が減少してくるものと予想でき
る。しかし，今回の調査で，評価および作業療法計
画の一部において実践を経験した学生の数が模倣を
上回っているものがあった。これはA大学の地域実
習が4年次最後の実習ということで，臨床実習指導

者の「学生のスキルは高いものとなっているはず」
という主観的な判断のもとに模倣を省略して実践を
経験するに至った例が存在するものと推察する。
　今回の調査を通して，評価と作業療法における一
部の項目を除いて，学生が実践まで経験できた割合
は50％を下回っていた。3週間という期間の制約上，
学生の経験が限られた可能性は否めない。また，A
大学の地域実習では合格ラインが模倣であるため，
臨床実習指導者が3週間という実習期間を考慮した
上で，模倣までの経験に敢えてとどめた可能性もあ
るだろう。
　さて，診療参加型の3ステップを踏まえた地域実
習が3週間という期間で妥当と言えるか否かは定か
でない。作業療法士養成課程においては，臨床実習
の要件の中に連続6週間以上の実習を複数回含むこ
とが挙げられている4）。その一方で，作業療法士養
成課程における診療参加型臨床実習の適切な期間に
ついて明確な根拠のある報告は見当たらない。しか
し，作業療法士養成課程における最近の臨床実習に
関する実践報告20）を見ると，低学年における2週間
の実習と高学年における８週間の実習でその効果を
期待できる実習計画を立案することができている。
　先に述べたが，診療参加型の臨床実習では3つの
ステップを段階的に踏んでいくこと推奨されてい
る13）。その中においても，既にいくつかの臨床実習
を経験している大学4年生にとって，学生のスキル
に応じて柔軟に段階をスキップできるのは，学生の
臨床現場における主体的な思考と能動的な行動を促
進できるという意味で有益である。
　ただ，この見解には注意が必要である。『作業療
法　臨床実習の手引き　第4版』4）には，臨床実習
を取り巻く背景として，1965年の理学療法士及び作
業療法士法の制定以来，作業療法士の養成教育は臨
床実習をカリキュラムのコアとして位置づけており，
卒後即戦力としての人材育成をねらっていたことが
記されている。今回の結果から，臨床実習指導者の
立場としては，学生の国家資格取得後における臨床
への適応向上を見据え，意図的に実施の機会を多く
したと予測することも可能である。
　もし，現在の作業療法士養成教育においても臨床
実習が即戦力となる作業療法士の育成を目的として
実践されているのであれば，作業療法士養成教育に
おける臨床実習の目的と医師養成教育の中で位置づ
けられた診療参加型臨床実習の目的との間には本質
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的な相違があるということになる。なぜなら，診療
参加型臨床実習は前述したとおり医師養成教育にお
いて卒後2年間の臨床研修制度を念頭においた上で
構築された実習様式であり，明らかに即戦力として
の医師養成を目的としていないからである。今回の
結果のみで，この点について言及することはできな
いが，作業療法士養成課程の臨床実習に診療参加型
臨床実習の様式を導入することにより，地域実習に
おける学生の学習目標ならびに到達目標をどのよう
に設定するのか，あらためて検討することが必要で
あろう。

Ⅵ.結語

　前節までの見解を踏まえた上で，地域実習を学生
にとって有益なものとするために提言は3つある。
一つは，地域実習の開講時期や学生の到達目標に影
響されるが，見学・模倣・実践の3ステップを学生
のスキルに応じる形でスキップしても構わないとい
う点である。2つめは，養成校の教育目標や学事に
よって変わってくるが，地域実習の期間について再
考する必要性があることである。そして3つめとし
て，診療参加型の地域実習における意義，学習目標
ならびに到達目標，内容について実習地との間で相
互理解を深めておくということである。
　2020年4月から改正が予定されている21）理学療法
士作業療法士養成施設指定規則に基づく，作業療法
士養成教育カリキュラムの改定に向けた準備が進め
られている6）。そこでは，既に通所もしくは訪問
サービスの経験を１単位（45時間）以上経験するこ
とが必須要件として定められている。今後は地域実
習の重要性に着目するなかで，学生が地域包括ケア
システムの中での作業療法士の役割について主体的
に学ぶための環境づくりが求められる。その中で，
多職種連携や利用者の社会参加支援のあり方など実
習内容のさらなる充実をはかるよう，実習施設とも
調整していく方策が求められる。

　本論文の要旨は第20回日本医療マネジメント学会
学術総会（2018年6月）において発表した。

注１）：理学療法士作業療法士学校養成施設指定規
則では実習を１単位あたり週45時間と換算している
ため，単純計算で実習時間は810時間となる。ただ

し，作業療法士養成課程の場合，作業療法士の国際
的な専門職団体である世界作業療法士連盟は『作業
療法士教育の最低基準』において臨床実習の履修が
1,000時間以上必要であることを示している。わが
国の作業療法士が外国で作業療法士として活動する
ためには，この最低基準を履修しているか否かが大
きく影響する。そのため，わが国の作業療法士養成
校は，その大半が世界作業療法士連盟の基準に倣い
臨床実習を1,000時間以上設けている。
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Significance and Agenda of Clerkship-Style Clinical Community 
Internship in Occupational Therapist Course

Katsuaki YAMANO

Abstract

　Objective: The purpose of this report was to clarify the significance and agenda of a clinical 
community internship for occupational therapy (OT) students.
Setting: The students participated in a clinical community internship for three weeks at geriatric 
health services facility, nursing home, day care department in psychiatric and/or rehabilitation 
hospital, developmental support facility for pediatrics, etc. The clinical community internship was 
structured as a clinical clerkship. It proceeded through three step (observe, imitate, and practice)　
progress levels.
Participants: 87 senior OT students at one university while participating in a clinical community 
internship were included.
Method and material: The checklist used for the clinical community internship has been uniquely 
created by OT academics at the university. The OT students and clinical educator confirmed and 
checked the progress levels along with the content of the checklist, and recorded dates of first 
experiences on the checklist. 
Results: The OT student who reached practice level of assessment the patient’s physical, mental, 
and social functioning was 39.1%, and the practice level of activities for client was 65.5%. However, 
the student who experienced practice level of client’s house visiting, selected and facilitated the 
use of welfare equipment, improving residential environment, job assistance was lower than 10%. 
In understandings to role and practice of profession except occupational therapist, the student who 
experienced object level of role of nurse was 85.1%, physical therapy and care manager was 54.0%. 
Conversely, physician, dental hygienist and music therapist was lower than 5% each.
Conclusion: Our analysis suggests that the student’s experience item was limited in terms of 
internship. These findings have significance to consider applicable term and content of community 
internship.

Key words: Occupational therapist, Clinical internship, Community, Clinical clerkship, Checklist


